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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

　本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成28年12月14日付で提出した有価証券届出書（平成29年２

月９日、平成29年３月22日、平成29年４月３日および平成29年６月１日付で提出した有価証券届出書の訂正

届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記

載事項の一部訂正を行うため、訂正届出書を提出いたします。

 

 

Ⅱ．【訂正の内容】

 

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

 

（１）ファンドの目的及び基本的性格

＜訂正前＞

（略）

（ニ）ファンドの特色

（略）

⑥　投資先ファンドの特徴

■　グローバルインカムファンド

（略）

運用会社 （略）
＊　平成28年11月末時点において、実際に運用を行っている運用会社です。それ以外の

運用会社は組入れるアセットクラスに応じて運用を行います。

（注）（略）

 

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（ニ）ファンドの特色

（略）

⑥　投資先ファンドの特徴

■　グローバルインカムファンド

（略）

運用会社 （略）
＊　平成29年３月末時点において、実際に運用を行っている運用会社です。それ以外の

運用会社は組入れるアセットクラスに応じて運用を行います。

（注）（略）

 

（以下略）

 

 

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（略）

（ハ）委託会社の概況
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①　資本金　2,218百万円（平成28年10月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（平成28年10月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（ハ）委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（平成29年４月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（平成29年４月末現在）

（以下略）

 

 

２【投資方針】

 

（１）投資方針

＜訂正前＞

（略）

（ロ）投資態度

（略）

②　投資先ファンドの投資態度および運用プロセス

■　グローバルインカムファンド

（略）

 

為替ヘッジについて

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの為替部門は、当該投資先ファンドが

保有するユーロ以外の通貨建ての資産について、原則として、基準通貨（ユーロ）に対してヘッジす

るための為替先物予約取引を行います。ただし、コスト面を考慮し当該為替ヘッジが合理的でないと

判断される一部の通貨（新興国通貨等）建ての資産（以下「非為替ヘッジ資産」といいます。）につ

いては、当該ヘッジ（対ユーロ）のための為替先物予約取引を行わない場合があります。

　また、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの為替部門は、当ファンドが実

質的に投資する当該投資先ファンドのシェアクラスに対応する資産について、原則として、円に対し

てヘッジするための為替先物予約取引を行います。ただし、非為替ヘッジ資産については、当該ヘッ

ジ（対円）のための為替先物予約取引を行わない場合があります。

 

■　マネープール・ファンド

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（ロ）投資態度

（略）

②　投資先ファンドの投資態度および運用プロセス

■　グローバルインカムファンド

（略）

 

為替ヘッジについて
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ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの為替部門は、当該投資先ファンドが

保有するユーロ以外の通貨建ての資産について、原則として、基準通貨（ユーロ）に対してヘッジす

るための外国為替予約取引を行います。ただし、コスト面を考慮し当該為替ヘッジが合理的でないと

判断される一部の通貨（新興国通貨等）建ての資産（以下「非為替ヘッジ資産」といいます。）につ

いては、当該ヘッジ（対ユーロ）のための外国為替予約取引を行わない場合があります。

　また、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの為替部門は、当ファンドが実

質的に投資する当該投資先ファンドのシェアクラスに対応する資産について、原則として、円に対し

てヘッジするための外国為替予約取引を行います。ただし、非為替ヘッジ資産については、当該ヘッ

ジ（対円）のための外国為替予約取引を行わない場合があります。

 

■　マネープール・ファンド

（以下略）

 

 

（２）投資対象

＜訂正前＞

（略）

（参考）マザーファンドの投資対象

（略）

 

■　グローバルインカムファンド

（略）

運用会社 （略）

＊　平成28年11月末時点において、実際に運用を行っている運用会社です。それ

以外の運用会社は組入れるアセットクラスに応じて運用を行います。

（注）（略）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（参考）マザーファンドの投資対象

（略）

 

■　グローバルインカムファンド

（略）

運用会社 （略）

＊　平成29年３月末時点において、実際に運用を行っている運用会社です。それ

以外の運用会社は組入れるアセットクラスに応じて運用を行います。

（注）（略）

（以下略）

 

 

（３）運用体制

＜訂正前＞

（イ）マザーファンドの運用体制

（略）

 

（注）前記の運用体制、組織名称等は、平成28年９月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（略）

 

（ハ）投資先ファンドの運用体制

　　以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。

 

■　グローバルインカムファンド

　　以下は、平成28年９月末時点で実際に当該投資先ファンドを運用しているＪ．Ｐ．モルガン・イン

ベストメント・マネージメント・インクおよびＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミ

テッドにおけるものです。

①（略）

②　マルチ・アセット・ソリューションズ（約100名）では、各アセットクラスの価格変動等のリス

ク、収益特性等の過去の実績、市場動向等を踏まえ、今後のマクロ経済や各アセットクラスの収益

を予測し、当該予測について同グループに所属する当該投資先ファンドのポートフォリオ・マネ

ジャーと共有します。

③～⑧（略）

 

為替ヘッジにかかる運用体制

当該投資先ファンドのポートフォリオ・マネジャーが為替ヘッジのための投資判断を行い、ＪＰモル

ガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの為替部門が当該投資判断に基づいて為替先物予約

取引を執行します。そのヘッジ状況は、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの

リスク管理部門によりモニターされます。

 

（注１）（略）

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、平成28年９月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

■　マネープール・ファンド

（略）

 

（注）前記の運用体制、組織名称等は、平成28年９月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（以下略）

 

＜訂正後＞

（イ）マザーファンドの運用体制

（略）

 

（注）前記の運用体制、組織名称等は、平成29年３月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（略）

 

（ハ）投資先ファンドの運用体制

　　以下は、投資先ファンドにおける運用体制です。

 

■　グローバルインカムファンド

　　以下は、平成29年３月末時点で実際に当該投資先ファンドを運用しているＪ．Ｐ．モルガン・イン

ベストメント・マネージメント・インクおよびＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミ

テッドにおけるものです。

①（略）
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②　マルチ・アセット・ソリューションズ（約80名）では、各アセットクラスの価格変動等のリス

ク、収益特性等の過去の実績、市場動向等を踏まえ、今後のマクロ経済や各アセットクラスの収益

を予測し、当該予測について同グループに所属する当該投資先ファンドのポートフォリオ・マネ

ジャーと共有します。

③～⑧（略）

 

為替ヘッジにかかる運用体制

当該投資先ファンドのポートフォリオ・マネジャーが為替ヘッジのための投資判断を行い、ＪＰモル

ガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの為替部門が当該投資判断に基づいて外国為替予約

取引を執行します。そのヘッジ状況は、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの

リスク管理部門によりモニターされます。

 

（注１）（略）

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、平成29年３月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

■　マネープール・ファンド

（略）

 

（注）前記の運用体制、組織名称等は、平成29年３月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（以下略）

 

 

３【投資リスク】

 

（１）リスク要因

 

投資先ファンドのリスク

■　グローバルインカムファンド

＜リートおよびその他のリスク＞

＜訂正前＞

（略）

③　カントリーリスク

（略）

④　デリバティブ商品のリスク

（略）

⑤（略）

⑥（略）

⑦（略）

⑧（略）

⑨（略）

⑩（略）

⑪（略）

⑫（略）

■　マネープール・ファンド

（略）

 

＜訂正後＞

（略）
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③　カントリーリスク

（略）

④　ストックコネクトを通じた中国のＡ株投資にかかるリスクおよび留意点

　　当該投資先ファンドは「上海・香港相互株式取引制度」（以下「上海ストックコネクト」といいま

す。）および「深セン・香港相互株式取引制度」（以下、「深センストックコネクト」といい、上海

ストックコネクトと合わせて「ストックコネクト」といいます。）を通じて、中国のＡ株に投資する

場合があります。中国のＡ株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、現在で

は一定の条件下で一部の外国投資家（適格外国機関投資家）にも投資が認められているものです。上

海ストックコネクトは、香港証券取引所、香港中央結算有限公司、上海証券取引所および中国証券登

記結算有限責任公司が設立したものです。一方、深センストックコネクトは、香港証券取引所、香港

中央結算有限公司、深セン証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司が設立したものです。ス

トックコネクトは、中国本土と香港から双方向で株式を売買し、決済することができる制度です。同

制度により、外国の投資家が上海証券取引所および深セン証券取引所の上場株式（中国のＡ株）を香

港のブローカーを通じて売買することができます。ストックコネクトを通じて中国のＡ株に投資する

場合のリスクおよび留意点は以下のとおりです。

（ａ）ストックコネクトを通じて購入した中国のＡ株は、原則としてストックコネクトを通じた売却し

かできません。また、ストックコネクトを通じて購入する全投資家の１日当たりの総購入額に制限

が設けられています。さらに、ストックコネクトではすべての売買が中国の通貨である人民元で決

済されるため、当該投資先ファンドがストックコネクトを通じて中国のＡ株を購入した場合、購入

代金を人民元で手当てする必要がありますが、その手当てが何らかの理由でできないことがありえ

ます。これらの制約から、当該投資先ファンドにおいて予定していた中国のＡ株の売買が行えない

ことがあります。

（ｂ）ストックコネクトを利用した取引に対応できるブローカーは限られており、結果として当該投資

先ファンドは単独のブローカーしか利用できない可能性があります。これにより、当該投資先ファ

ンドにおける中国のＡ株の売買執行の質に影響が出ることがあります。

（ｃ）現地の法令により、一定の状況においては、投資家が中国のＡ株の売買で得た利益を返還するよ

う求められる場合があります。これにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が下落すること

があります。

（ｄ）香港中央結算有限公司は、香港市場の参加者（当該投資先ファンドを含みます。）がストックコ

ネクトを通じて行った取引について、清算および決済を行うと共に当該取引を通じて取得する中国

のＡ株の名義人となり、またそれらに関連する業務を行います。中国本土の規制は一定の売買制限

を含めて、ストックコネクトを通じて取引を行うすべての市場参加者に適用されます。ストックコ

ネクトを通じて中国のＡ株を売却しようとする際には、売却取引前にブローカーへ一定の情報を通

知する必要があります。このような様々な条件や規制がストックコネクトに適用されることによ

り、当該投資先ファンドは当初想定したタイミングでの中国のＡ株の売買ができないことがありま

す。

（ｅ）当該投資先ファンドがストックコネクトを通じて行う取引は、現地の投資家補償基金（売買不履

行から保護することを目的として設立されているもの）の対象になりません。したがって、当該取

引は取引相手方の売買不履行から保護されません。これにより、当該投資先ファンドの信託財産の

価値が影響を受けることがあります。

（ｆ）ストックコネクトを通じて取得する中国のＡ株については香港中央結算有限公司が保管業務を行

う仕組みとなっていますが、当該投資先ファンドと香港中央結算有限公司の間に直接の法的関係は

生じず、その結果香港中央結算有限公司の債務不履行や破たんによって当該投資先ファンドが損失

を被ったとしても、香港中央結算有限公司に対して直接的に法的な請求をすることはできません。

これにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。

（ｇ）上海ストックコネクトは平成26年11月に、深センストックコネクトは平成28年12月にそれぞれ開

始されました。ストックコネクトに関する規制は未だ検証されていない部分があり、今後変更され

る可能性があります。また、当該規制がどのように適用されるか不確定であり、それが当該投資先
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ファンドの信託財産に不利益を及ぼす可能性があります。ストックコネクトは（中国本土と香港

の）境界を超える取引であることから、新しい情報技術システムが使われており、そのため運営上

の障害が起こる可能性もあります。当該システムが正常に機能しなかった場合、ストックコネクト

を通じた中国のＡ株の取引ができないことがありえます。その結果、当該投資先ファンドにおいて

予定していた中国のＡ株の売買が行えないことがあります。

（ｈ）中国市場は、他の新興市場と同様に、有価証券に関する法的所有権、利益を享受する権利および

その他の権利の概念を確立するための立法の枠組みがようやく整備されようとしている状況にあり

ます。その結果、現地の裁判所は、有価証券の保有者として登録されている名義人や保管銀行が当

該有価証券の全ての権利を有しており、当該有価証券の実質的な保有者には一切権利がないと判断

したり、また当該有価証券の実質的な保有者はその発行者に対する請求権を制限されると判断する

可能性があります。これらにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあ

ります。

（ｉ）ストックコネクトを通じた取引は、全ての投資家に属するものが包括的にまとめて決済され、当

該投資先ファンドが保有する中国のＡ株は保管銀行、副保管銀行または決済するブローカーの名義

で香港中央結算有限公司に登録されます。これにより、当該投資先ファンドのポートフォリオ・マ

ネジャーが効果的に中国のＡ株を売買することが制限される可能性があり、また当該投資先ファン

ドが保管銀行や副保管銀行の信用リスクや、強制収用のリスクにさらされることがあります。これ

らにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。

（ｊ）ストックコネクトを通じて取得される中国のＡ株について生じるコーポレートアクション（配当

金の決定、新株予約権の発行決定その他の決定についての議決権の行使等）に関しては、香港中央

結算有限公司が株主として議決権を行使することになります。その際、香港中央結算有限公司はス

トックコネクトを通じて中国のＡ株を購入した投資家に議決権行使についての指図をさせることが

できますが、当該投資家は、コーポレートアクションの内容を検討し議決権行使についての指図を

行うのに十分な時間や機会が得られない可能性があります。これにより、中国のＡ株のコーポレー

トアクションについて、当該投資先ファンドのポートフォリオ・マネジャーの意向に沿った議決権

行使ができないことがあり、その結果当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることが

あります。

（ｋ）ストックコネクトを通じた投資は、香港、上海および深センの証券取引所における証券投資家保

護の仕組みにより保護されない可能性があり、保護されない場合には、ブローカーの破たんによる

損失を被るリスクがあります。中国証券登記結算有限責任公司が破たんした場合は、香港中央結算

有限公司の責任は、決済機構参加者との契約上、限定的なものとなります。中国証券登記結算有限

責任公司が破たんした場合、香港中央結算有限公司は可能な限りの法的手段または中国証券登記結

算有限責任公司の清算を通じて、預託している中国のＡ株や現金の回収に最善を尽くすと考えられ

ますが、それが行われる保証はなく、また行われたとしても成功するとは限りません。その場合、

当該投資先ファンドは損害を完全に回復できない可能性があり、また保有する中国のＡ株等の回収

手続きは遅延することがあります。これらにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を

受けることがあります。

（ｌ）ストックコネクトは、中国・香港双方の株式市場の営業日であって、かつ取引の決済日が中国・

香港双方の銀行の営業日となる場合のみ運営されます。したがって当該投資先ファンドにおけるス

トックコネクトを通じた取引は、ストックコネクトの運営日のみ行われます。これにより、中国市

場では通常の取引日であるものの、当該投資先ファンドでは中国のＡ株の売買ができない場合があ

ります。その結果として、ストックコネクトでの取引が行えない期間に当該投資先ファンドにおい

て中国のＡ株に対する価格変動リスクが発生します。これにより、当該投資先ファンドの信託財産

の価値が影響を受けることがあります。

（ｍ）ストックコネクトを通じて中国のＡ株を取得する外国の投資家には、中国国内の投資家とは異

なった費用・手数料が課されており、その費用は類似の投資効果を提供する他の有価証券の取得者

に課されるものと比較すると高くなることがあります。これにより、当該投資先ファンドの信託財

産の価値が影響を受けることがあります。
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（ｎ）中国のＡ株を含む中国の有価証券による利益に対し課税される可能性およびその確度、税法変更

の可能性、ならびに遡及して課税される可能性は不確実です。したがって、当該利益に対する課税

の決定内容、および中国のＡ株の購入・売却時期によって、投資家の利益・不利益が左右されま

す。これにより、当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。

（ｏ）ストックコネクトは比較的新しい制度であり、実際に多数の外国の投資家が参加することにより

中国のＡ株の取引市場がどのような影響を受けるのかは不明です。ストックコネクトは、香港、上

海および深センの証券取引所に対し監督官庁から公布された規則の対象となっており、監督官庁が

市場の秩序を維持する必要性またはその他の理由があると判断した場合、換金制限、売買停止等の

更なる規則および規制が課され、それがストックコネクトに不利に働く可能性があります。将来に

渡って香港、上海および深センの証券取引所がストックコネクトを継続させる保証はありません。

これにより、当該投資先ファンドは将来的に中国のＡ株の売買ができなくなる可能性があり、その

結果当該投資先ファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。

⑤　デリバティブ商品のリスク

（略）

⑥（略）

⑦（略）

⑧（略）

⑨（略）

⑩（略）

⑪（略）

⑫（略）

⑬（略）

■　マネープール・ファンド

（略）

 

　原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　３　投資リスク　（１）リスク要因」末尾の

参考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞
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（２）投資リスクに関する管理体制

＜訂正前＞

（略）

 

（ロ）投資先ファンドにおけるリスク管理

 

■　グローバルインカムファンド

　　以下は、平成28年９月末時点で実際に当該投資先ファンドを運用しているＪ．Ｐ．モルガン・インベ

ストメント・マネージメント・インクおよびＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッ

ドにおけるものです。

　　（略）

（平成28年９月末現在）

 
（略）

 

■　マネープール・ファンド

　　（略）

（平成28年９月末現在）

 
（略）
 

　　その他のリスク管理

　グローバルインカムファンドのポートフォリオ・マネジャーおよびマネープール・マザーファンドの

ポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産の換金等が困難とな

る事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、投資者の換金に極力

影響が生じないよう管理します。

 

＜当ファンド、マザーファンドまたはマネープール・マザーファンドにおいて行われることがある、投資

者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するため

の措置の詳細＞

（略）

投資者の利益を害することとなる

潜在的なおそれのある取引の内容
投資者の利益を害しないことを確保するための措置

（略）

当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドにおける有価証券取引等

の、委託会社の関係会社である証券会社等に対

する発注

　社内規程に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を

考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直しま

す。株式については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定

期的に見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイ

レクターが各証券会社への実際の発注量を定期的にモニタリング

し、関係会社である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注さ

れていないことを確認しています。株式以外については、関係会社

であるかどうかに関わりなく、最良の取引条件となる証券会社等に

発注しているかをコンプライアンス部門が確認しています。なお、

当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンド

が関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数料の額（手

数料相当額が取引の価格に織り込まれているものを除きます。）

は、当ファンドの運用報告書で開示されます。

当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドにおいて保有もしくは取引

する有価証券または当ファンドの受益権の、委

託会社またはその関係会社の役職員による売買

等の取引

　委託会社の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程に

基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義

務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認

できた場合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアン

ス部門が取引内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、当ファ

ンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドにおい

て取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないことを確認

します。
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当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドにおける有価証券取引等の

発注と、委託会社が運用する他の運用資産にお

ける有価証券取引等の発注を、束ねて一括して

発注すること（一括発注）

　一括発注は、社内規程に定める条件の下に行われ、その約定結果

は社内規程に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分しま

す。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程にしたがって公

平になされたかどうかをモニタリングします。

当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドの運用担当者（ポートフォ

リオ・マネジャー、アナリスト等）が贈答、茶

菓の接待等を受けた、証券会社等に対する当

ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドにおける有価証券等の発

注、または有価証券の発行体の発行する有価証

券の当ファンド、マザーファンドおよびマネー

プール・マザーファンドでの組入れ

　委託会社の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則とし

て社内規程に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義

務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈

答、茶菓の接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発

注や特定の銘柄の有価証券の組入れにつながっていないことをモニ

タリングします。

委託会社またはその関係会社と取引関係のある

有価証券の発行体が発行する有価証券にかかる

議決権の当ファンド、マザーファンドおよびマ

ネープール・マザーファンドにおける行使

　当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファン

ドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内規程に基づい

て、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資するという原則の下

に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行使の

前にその内容が社内規程に沿っているか確認します。

当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドと、委託会社が運用する他

の運用資産間において行う有価証券等の取引

（クロス取引）

　有価証券届出書提出日現在、社内規程によりクロス取引は原則と

して禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規

程を変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、

当該条件を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱

がないことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築

する予定です。

委託会社による当ファンドの受益権の取得申込

みおよび換金

　委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、

社内規程に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期

間、換金時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利

益を害しないように行います。また、財務部門が、社内規程にした

がった取得申込み等が行われていることをモニタリングします。

 

 

＜訂正後＞

（略）

 

（ロ）投資先ファンドにおけるリスク管理

 

■　グローバルインカムファンド

　　以下は、平成29年３月末時点で実際に当該投資先ファンドを運用しているＪ．Ｐ．モルガン・インベ

ストメント・マネージメント・インクおよびＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッ

ドにおけるものです。

　　（略）

（平成29年３月末現在）

 
（略）

 

■　マネープール・ファンド

　　（略）

（平成29年３月末現在）

 
（略）
 

（ハ）その他のリスク管理

　グローバルインカムファンドのポートフォリオ・マネジャーおよびマネープール・マザーファンドの

ポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産の換金等が困難とな

る事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、受益者による受益権
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の換金に極力影響が生じないよう管理します。また、委託会社は、受益者による受益権の換金に極力影

響が生じないよう、社内ルールを整備して、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々

管理します。

 

＜当ファンド、マザーファンドまたはマネープール・マザーファンドにおいて行われることがある、投資

者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するため

の措置の詳細＞

（略）

投資者の利益を害することとなる

潜在的なおそれのある取引の内容
投資者の利益を害しないことを確保するための措置

（略）

当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドにおける有価証券取引等

の、委託会社の関係会社である証券会社等に対

する発注

　社内規程等に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等

を考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直しま

す。株式については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定

期的に見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイ

レクターが各証券会社への実際の発注量を定期的にモニタリング

し、関係会社である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注さ

れていないことを確認しています。株式以外については、関係会社

であるかどうかに関わりなく、最良の取引条件となる証券会社等に

発注しているかをコンプライアンス部門が確認しています。なお、

当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンド

が関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数料の額（手

数料相当額が取引の価格に織り込まれているものを除きます。）

は、当ファンドの運用報告書で開示されます。

当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドにおいて保有もしくは取引

する有価証券または当ファンドの受益権の、委

託会社またはその関係会社の役職員による売買

等の取引

　委託会社の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程等

に基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが

義務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確

認できた場合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライア

ンス部門が取引内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、当

ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファンドに

おいて取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないことを

確認します。

当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドにおける有価証券取引等の

発注と、委託会社が運用する他の運用資産にお

ける有価証券取引等の発注を、束ねて一括して

発注すること（一括発注）

　一括発注は、社内規程等に定める条件の下に行われ、その約定結

果は社内規程等に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分し

ます。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程等にしたがっ

て公平になされたかどうかをモニタリングします。

当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドの運用担当者（ポートフォ

リオ・マネジャー、アナリスト等）が贈答、茶

菓の接待等を受けた、証券会社等に対する当

ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドにおける有価証券等の発

注、または有価証券の発行体の発行する有価証

券の当ファンド、マザーファンドおよびマネー

プール・マザーファンドでの組入れ

　委託会社の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則とし

て社内規程等に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する

義務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈

答、茶菓の接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発

注や特定の銘柄の有価証券の組入れにつながっていないことをモニ

タリングします。

委託会社またはその関係会社と取引関係のある

有価証券の発行体が発行する有価証券にかかる

議決権の当ファンド、マザーファンドおよびマ

ネープール・マザーファンドにおける行使

　当ファンド、マザーファンドおよびマネープール・マザーファン

ドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内規程等に基づ

いて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資するという原則の

下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行使

の前にその内容が社内規程等に沿っているか確認します。

当ファンド、マザーファンドおよびマネープー

ル・マザーファンドと、委託会社が運用する他

の運用資産間において行う有価証券等の取引

（クロス取引）

　有価証券届出書提出日現在、社内規程等によりクロス取引は原則

として禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内

規程等を変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定

め、当該条件を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の

逸脱がないことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を

構築する予定です。
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委託会社による当ファンドの受益権の取得申込

みおよび換金

　委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、

社内規程等に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期

間、換金時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利

益を害しないように行います。また、財務部門が、社内規程等にし

たがった取得申込み等が行われていることをモニタリングします。

 

 

 

４【手数料等及び税金】

 

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（略）

　　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成28年

10月末現在適用されるものです。

 

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

　　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成29年

４月末現在適用されるものです。

 

（以下略）

 

 

５【運用状況】

 

　原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」について、以下の内容に更

新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

（１）投資状況

  （平成29年４月３日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 28,620,831,755 100.05

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － △14,701,035 △0.05

合計(純資産総額)  28,606,130,720 100.00

　（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

親投資信託は、全て「ＧＩＭベスト・インカム・マザーファンド（適格機関投資家専用）」です（以下同じ）。

 

（参考）ＧＩＭベスト・インカム・マザーファンド（適格機関投資家専用）

  （平成29年４月３日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

投資信託受益証券 日本 1,005,011 0.00

投資証券 ルクセンブルク 133,650,567,352 99.28

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 971,897,338 0.72

合計(純資産総額)  134,623,469,701 100.00
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　（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

 

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

      （平成29年４月３日現在）

順

位

国／

地域
種類 銘柄名 口数

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

1 日本
親投資信託

受益証券

ＧＩＭベスト・インカム・マザーファン

ド（適格機関投資家専用）
26,250,418,926 1.0491 27,540,893,422 1.0903 28,620,831,755 100.05

 

（参考）ＧＩＭベスト・インカム・マザーファンド（適格機関投資家専用）

       （平成29年４月３日現在）

順

位
国／地域 種類 銘柄名 口数

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

1 ルクセンブルク 投資証券 JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY 9,886,128.216 13,304.5 131,530,064,654 13,519 133,650,567,352 99.28

2 日本
投資信託

受益証券

ＧＩＭジャパン・マネープー

ル・ファンドＦ（適格機関投

資家専用）

998,521 1.0122 1,010,702 1.0065 1,005,011 0.00

 

種類別投資比率

 （平成29年４月３日現在）

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 100.05

 

（参考）ＧＩＭベスト・インカム・マザーファンド（適格機関投資家専用）

 （平成29年４月３日現在）

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 0.00

投資証券 99.28

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

 

（３）運用実績

①　純資産の推移

　平成29年４月３日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は

次の通りです。

期 年月日
純資産総額
（百万円）
（分配落）

純資産総額
（百万円）
（分配付）

１口当たり
純資産額
（円）

（分配落）

１口当たり
純資産額
（円）

（分配付）

１期 （平成27年９月15日） 7,574 7,574 0.9873 0.9873

２期 （平成28年９月15日） 18,399 18,399 1.0228 1.0228

 平成28年４月末日 16,060 － 1.0019 －

 平成28年５月末日 16,661 － 1.0051 －

 平成28年６月末日 16,692 － 0.9981 －
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 平成28年７月末日 17,440 － 1.0305 －

 平成28年８月末日 18,360 － 1.0396 －

 平成28年９月末日 19,367 － 1.0356 －

 平成28年10月末日 19,889 － 1.0306 －

 平成28年11月末日 20,475 － 1.0182 －

 平成28年12月末日 23,064 － 1.0390 －

 平成29年１月末日 24,319 － 1.0465 －

 平成29年２月末日 25,911 － 1.0624 －

 平成29年３月末日 28,374 － 1.0619 －

 平成29年４月３日 28,606 － 1.0626 －

 

②　分配の推移

期 １口当たり分配金（円）

１期 0.0000

２期 0.0000

３期（中間期） 0.0000

 

③　収益率の推移

期 収益率（％）

１期 △1.27

２期 3.60

３期（中間期） 3.01

　（注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配付）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落）（以下「前

期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除したものです。

 

（４）設定及び解約の実績

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。

期 設定口数（口） 解約口数（口） 残存口数（口）

１期 7,745,175,380 73,519,916 7,671,655,464

２期 13,475,889,238 3,157,694,788 17,989,849,914

３期（中間期） 9,966,713,222 2,913,141,733 25,043,421,403

　（注１）第１期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。

　（注２）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。

 

<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ（http://www.jpmorganasset.co.jp/）、または販売会社でご確認いただけます。

過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

 
基準日 2017年４月３日 設定日 2014年９月17日

純資産総額 286億円 決算回数 年１回

基準価額・純資産の推移  分配の推移
 期 年月 円

 １期 2015年９月 0

 ２期 2016年９月 0

  設定来累計 0

 
 
 
 

＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。

＊基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。   
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ポートフォリオの構成状況  

資産の種類 投資比率※1  
ＪＰＭグローバル・インカム・ファンド（Ｉクラス） 99.3%  
ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用） 0.0%  
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 0.7%  
合計（純資産総額） 100.0%  

 
種類別構成状況  国・地域別構成状況  

種類 投資比率※3  投資国※2 投資比率※3

ハイ・イールド債券 33.8%  米国 60.5%

先進国株式 19.4%  欧州（除く英国） 15.0%

欧州株式 10.4%  英国 8.1%

優先株式等 8.1%  新興国 7.6%

リート 6.1%  カナダ 1.9%

その他 18.1%  その他 2.7%
 
組入上位銘柄

 
年間収益率の推移

＊年間収益率（％）＝（年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額－1）×100

＊2014年の年間収益率は設定日から年末営業日、2017年の年間収益率は前年末営業日から2017年4月3日までのものです。

＊ベンチマークは設定していません。

＊当ページにおける「ファンド」は、ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1　各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。

※2　国・地域については、当社グループの判断に基づき分類しています。

※3　ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファン

ドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ（Ｊ

ＰＭグローバル・インカム・ファンド（Ｉクラス）およびＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）は2017年3月

最終営業日のもの）を使用しています。

 
 
 

第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

 

（１）【資産の評価】

＜訂正前＞

（略）

　信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場

の仲値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買

相場の仲値によって計算します。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

　信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場

の仲値によって計算します。
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（以下略）
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第３【ファンドの経理状況】

 

＜訂正前＞

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年

総理府令第133号）に基づき作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドの第１期計算期間は信託約款第30条により、平成26年９月17日から平成27年９月15日まで

としております。

 

３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２期計算期間（平成27年９月16

日から平成28年９月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受け

ております。

 

＜訂正後＞

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年

総理府令第133号）に基づき作成しております。

　　また、当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の３および第57条の２の規定により、「投資信託財

産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。

　なお、財務諸表および中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドの第１期計算期間は信託約款第30条により、平成26年９月17日から平成27年９月15日まで

としております。

 

３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２期計算期間（平成27年９月16

日から平成28年９月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受け

ております。

　　また、当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成28年

９月16日から平成29年３月15日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による

中間監査を受けております

 

 

　原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」について、以下の中間財

務諸表に関する事項が追加されます。

 

＜追加＞
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中間財務諸表

【ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：円）

 前計算期間末
(平成28年９月15日現在)

当中間計算期間末
(平成29年３月15日現在)

資産の部   
流動資産   

親投資信託受益証券 18,486,532,661 26,498,994,493

未収入金 168,017,033 109,217,700

流動資産合計 18,654,549,694 26,608,212,193

資産合計 18,654,549,694 26,608,212,193

負債の部   
流動負債   

未払解約金 168,017,033 109,217,700

未払受託者報酬 2,724,329 3,538,365

未払委託者報酬 81,729,647 106,150,812

その他未払費用 2,687,384 2,636,220

流動負債合計 255,158,393 221,543,097

負債合計 255,158,393 221,543,097

純資産の部   
元本等   

元本 ※１ 17,989,849,914 ※１ 25,043,421,403

剰余金   
中間剰余金又は中間欠損金（△） 409,541,387 1,343,247,693

（分配準備積立金） 645,132,212 562,931,155

元本等合計 18,399,391,301 26,386,669,096

純資産合計 18,399,391,301 26,386,669,096

負債純資産合計 18,654,549,694 26,608,212,193
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

  （単位：円）

 
前中間計算期間

(自　平成27年９月16日
　至　平成28年３月15日)

当中間計算期間
(自　平成28年９月16日
　至　平成29年３月15日)

営業収益   
有価証券売買等損益 19,291,400 776,742,781

営業収益合計 19,291,400 776,742,781

営業費用   
受託者報酬 1,812,768 3,538,365

委託者報酬 54,383,079 106,150,812

その他費用 1,742,145 2,636,220

営業費用合計 57,937,992 112,325,397

営業利益又は営業損失（△） △38,646,592 664,417,384

経常利益又は経常損失（△） △38,646,592 664,417,384

中間純利益又は中間純損失（△） △38,646,592 664,417,384

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
△3,264,929 48,752,102

期首剰余金又は期首欠損金（△） △97,373,326 409,541,387

剰余金増加額又は欠損金減少額 3,339,798 390,493,493

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
3,339,798 －

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
－ 390,493,493

剰余金減少額又は欠損金増加額 117,675,375 72,452,469

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
－ 72,452,469

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
117,675,375 －

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △247,090,566 1,343,247,693
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当中間財務諸表対象期間

有価証券の評価基準

および評価方法

親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま

す。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

区分
前計算期間末

(平成28年９月15日現在)

当中間計算期間末

(平成29年３月15日現在)

※１期首元本額 7,671,655,464円 17,989,849,914円

期中追加設定元本額 13,475,889,238円 9,966,713,222円

期中一部解約元本額 3,157,694,788円 2,913,141,733円

受益権の総数 17,989,849,914口 25,043,421,403口

１口当たりの純資産額 1.0228円 1.0536円

(１万口当たりの純資産額) (10,228円) (10,536円)

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 前計算期間末または当中間計算期間末

１．中間貸借対照表計

上額、時価および

その差額

　中間貸借対照表計上額は前計算期間末または当中間計算期間末の時価

で計上しているため、その差額はありません。

２．時価の算定方法 (1)有価証券

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。

(2)有価証券以外の金融商品

　有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と

近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

３．金融商品の時価等

に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定

においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件に

よった場合、当該価額が異なることもあります。

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

　該当事項はありません。

 

（参考）

　当ファンドは「ＧＩＭベスト・インカム・マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投

資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信

託の受益証券であります。

　尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

 

「ＧＩＭベスト・インカム・マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況

　尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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（１）貸借対照表

   （単位：円）

区分
注記

番号

(平成28年９月15日現在) (平成29年３月15日現在)

金額 金額

資産の部    

流動資産    

コール・ローン  2,170,973,883 2,771,677,651

投資信託受益証券  1,010,702 1,004,112

投資証券  76,827,764,654 120,712,443,326

未収配当金  317,318,803 477,349,301

流動資産合計  79,317,068,042 123,962,474,390

資産合計  79,317,068,042 123,962,474,390

負債の部    

流動負債    

未払金  1,145,300,000 752,200,000

未払解約金  475,153,713 686,256,385

未払利息  5,947 6,834

流動負債合計  1,620,459,660 1,438,463,219

負債合計  1,620,459,660 1,438,463,219

純資産の部    

元本等    

元本 ※１ 74,453,135,448 113,395,994,121

剰余金    

剰余金又は欠損金（△）  3,243,472,934 9,128,017,050

元本等合計  77,696,608,382 122,524,011,171

純資産合計  77,696,608,382 122,524,011,171

負債純資産合計  79,317,068,042 123,962,474,390

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当財務諸表対象期間

有価証券の評価基準

および評価方法

投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま

す。

投資証券

　移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま

す。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品

取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相

場）で評価しております。

　当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引

所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最

終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引

所等における気配相場で評価しております。
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 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参

考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は

使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した

価額で評価しております。

 (3)時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認

定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合

理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が

合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分 (平成28年９月15日現在) (平成29年３月15日現在)

※１期首元本額 28,304,475,234円 74,453,135,448円

期中追加設定元本額 59,462,751,667円 50,789,255,575円

期中解約元本額 13,314,091,453円 11,846,396,902円

元本の内訳（注）   

ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算

型）
17,714,193,811円 24,524,751,961円

ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算

型）
56,738,941,637円 88,871,242,160円

合　計 74,453,135,448円 113,395,994,121円

受益権の総数 74,453,135,448口 113,395,994,121口

１口当たりの純資産額 1.0436円 1.0805円

(１万口当たりの純資産額) (10,436円) (10,805円)

（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 各期間末

１．貸借対照表計上

額、時価およびそ

の差額

　貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり

ません。

２．時価の算定方法 (1)有価証券

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。

(2)有価証券以外の金融商品

　有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と

近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

３．金融商品の時価等

に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定

においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件に

よった場合、当該価額が異なることもあります。

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

　該当事項はありません。

 
 

２【ファンドの現況】
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　原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」について、以下の

内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

 
【純資産額計算書】

  （平成29年４月３日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 28,729,551,750 円

 Ⅱ　負債総額 123,421,030 円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 28,606,130,720 円

 Ⅳ　発行済口数 26,920,257,337 口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0626 円

 

（参考）ＧＩＭベスト・インカム・マザーファンド（適格機関投資家専用）

  （平成29年４月３日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 137,683,608,661 円

 Ⅱ　負債総額 3,060,138,960 円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 134,623,469,701 円

 Ⅳ　発行済口数 123,478,552,642 口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0903 円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

 

１【委託会社等の概況】

 

　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　１　委託会社等の概況」について、以

下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

①　資本金の額（平成29年４月末現在）

資本金の額 2,218百万円

会社が発行する株式の総数 70,000株

発行済株式総数 56,265株

 

②　会社の意思決定機構

　取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、その出

席取締役の過半数をもって行われます。

　取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任

期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。

　また、取締役会は以下の事項（法令上取締役会の決議事項とされているものを除きます。）を決議ま

たは審議することを以下の機関に委任しています。

（イ）業務執行にかかる重要な事項（リスク管理に関する事項を除きます。）：経営委員会

（ロ）リスク管理上の重要な事項：ビジネス・コントロール・コミッティ

 

③　投資運用の意思決定機構

（イ）株式運用本部

（ａ）株式運用本部は、株式運用部、投資調査部および株式運用サポート室で構成されます。

（ｂ）株式運用部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議の開催による運用戦略の方向性の決定

等により投資判断を行います。なお、投資調査部のアナリストとの議論を通じ投資判断の際の参考

とします。また、同部が行う国内外の株式の運用や海外関係会社に運用を委託している株式の運用

等について、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内

容説明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。

（ｃ）投資調査部に所属するアナリストは主に国内株式の分析を行い、その結果に基づき各銘柄に評価

を付します。

（ｄ）株式運用サポート室は、運用実績の分析を行い、前記（ｂ）の株式運用部にその結果を提供しま

す。

（ｅ）エクイティ・トレーディング本部は、株式運用部所属のポートフォリオ・マネジャーの投資判断

を受け、主に国内株式の売買を執行します。
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（ロ）債券運用部

　債券運用部は、国内外の債券の運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催し、運用戦略の方向

性を決定します。その決定内容を自らの投資判断に利用し、国内外の債券のポートフォリオを決定し

ます。また国内外の債券の売買を執行します。さらに、同部が行う国内外の債券の運用について、関

係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内容説明、販売支

援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。

 

（ハ）前記（イ）および（ロ）以外に為替ヘッジを行う場合は、クライアント・ビジネス本部のグローバ

ル運用商品部およびグローバル債券商品部が為替ヘッジのための投資判断を行い、債券運用部が取引

を執行します。

 

（注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、平成29年４月末現在のものであり、今後変更となる

場合があります。

 

 

２【事業の内容及び営業の概況】

 

＜訂正前＞

（略）

　　委託会社が設定・運用している投資信託は、平成28年10月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数

のみ。）。

 本数 純資産額（百万円）

公募追加型株式投資信託 73 609,710

公募単位型株式投資信託 － －

公募追加型債券投資信託 － －

公募単位型債券投資信託 － －

私募投資信託 61 2,059,011

総合計 134 2,668,721

親投資信託 57  

（注）百万円未満は四捨五入

 

＜訂正後＞

（略）

　　委託会社が設定・運用している投資信託は、平成29年４月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数

のみ。）。

 本数 純資産額（百万円）

公募追加型株式投資信託 74 675,235

公募単位型株式投資信託 － －

公募追加型債券投資信託 － －

公募単位型債券投資信託 － －

私募投資信託 63 2,668,356

総合計 137 3,343,591

親投資信託 56 －

（注）百万円未満は四捨五入
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３【委託会社等の経理状況】

 

＜訂正前＞

１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し

ております。

　　なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第26期事業年度（平成27年４月１日から

平成28年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受けております。

　　なお、あらた監査法人は平成27年７月１日付をもって、名称をＰｗＣあらた監査法人に変更しており

ます。

 

＜訂正後＞

１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し

ております。

　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

に基づいて作成しております。

　　なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第26期事業年度（平成27年４月１日から

平成28年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受けております。

　　また、第27期中間会計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）の中間財務諸表について

は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査

を受けております。

　　なお、ＰｗＣあらた監査法人は平成28年７月１日付をもって、名称をＰｗＣあらた有限責任監査法人

に変更しております。

 

 

　原届出書「第三部委託会社等の情報　第１委託会社等の概況　３委託会社等の経理状況」について、以下

の中間財務諸表が追加されます。

 

＜追加＞
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中間財務諸表

(1）中間貸借対照表

  
第27期中間会計期間末
（平成28年９月30日）

資産の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比

  （千円） （千円） （％）

流動資産     

現金及び預金   10,094,984  

前払費用   116,250  

未収入金   7,979  

未収委託者報酬   2,145,846  

未収収益   1,539,462  

関係会社短期貸付金   4,395,000  

繰延税金資産   414,740  

その他   113,576  

流動資産計   18,827,839 93.9

固定資産     

投資その他の資産   1,224,764  

関係会社株式  60,000   

投資有価証券  431,529   

敷金保証金  567,845   

繰延税金資産  103,963   

前払年金費用  41,925   

その他  19,500   

固定資産計   1,224,764 6.1

資産合計   20,052,604 100.0
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第27期中間会計期間末
（平成28年９月30日）

負債の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比

  （千円） （千円） （％）

流動負債     

預り金   105,652  

未払金   1,790,359  

未払手数料  1,018,265   

その他未払金 ※１ 772,093   

未払費用   700,422  

未払法人税等   293,618  

賞与引当金   989,074  

流動負債計   3,879,128 19.3

固定負債     

長期未払金   257,957  

賞与引当金   595,077  

役員賞与引当金   185,128  

固定負債計   1,038,163 5.2

負債合計   4,917,292 24.5
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第27期中間会計期間末
（平成28年９月30日）

純資産の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比

  （千円） （千円） （％）

株主資本     

資本金   2,218,000  

資本剰余金   1,000,000  

資本準備金  1,000,000   

利益剰余金   11,941,656  

利益準備金  33,676   

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  11,907,979   

株主資本計   15,159,656 75.6

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金   △24,344  

評価・換算差額等計   △24,344 △0.1

純資産合計   15,135,312 75.5

負債・純資産合計   20,052,604 100.0
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(2）中間損益計算書

  
第27期中間会計期間

（自平成28年４月１日
至平成28年９月30日）

区分
注記
番号

内訳 金額 百分比

  （千円） （千円） （％）

営業収益     

委託者報酬   5,230,257  

運用受託報酬   2,908,954  

業務受託報酬   444,231  

その他   231,585  

営業収益計   8,815,029 100.0

営業費用・一般管理費     

営業費用   3,680,576  

支払手数料  2,416,553   

調査費  943,058   

その他営業費用  320,964   

一般管理費   5,613,404  

営業費用・一般管理費計   9,293,980 105.4

営業損失   △478,951 △5.4

営業外収益 ※１ 102,225   

営業外収益計   102,225 1.2

営業外費用 ※２ 27,734   

営業外費用計   27,734 0.3

経常損失   △404,460 △4.5

税引前中間純損失   △404,460 △4.5

法人税、住民税及び事業税   260,939 3.0

法人税等調整額   △206,290 △2.3

中間純損失   △459,109 △5.2
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重要な会計方針

項目
第27期中間会計期間

（自平成28年４月１日
至平成28年９月30日）

１．有価証券の評価基準
及び評価方法

(1）関係会社株式
　移動平均法による原価法を採用してお
ります。

 (2）その他有価証券
 時価のあるもの
 　中間決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算
定）を採用しております。

２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
 　従業員に対する賞与の支給、及び親会

社の運営する株式報酬制度に係る将来の
費用負担に備えるため、当中間会計期間
に帰属する額を計上しております。

 (2）役員賞与引当金
 　役員に対する賞与の支給、及び親会社

の運営する株式報酬制度に係る将来の費
用負担に備えるため、当中間会計期間に
帰属する額を計上しております。

 (3）退職給付引当金
 　従業員に対する退職給付に備えるた

め、当中間期末における退職給付債務と
年金資産の見込額に基づき退職給付引当
金を計上しております。ただし、当中間
期末においては、年金資産の額が、退職
給付債務に未認識数理計算上の差異等を
加減した額を超過するため、資産の部に
前払年金費用を計上しております。

 　退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当中間期末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準に
よっております。

 　過去勤務債務については、その発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（８年）による定額法によ
り、発生した事業年度から費用処理して
おります。

 　数理計算上の差異は、その発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（８年）による定額法により按
分額を、それぞれ発生した翌事業年度か
ら費用処理することとしております。

３．その他中間財務諸表
作成のための基本と
なる重要な事項

消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

第27期中間会計期間末
（平成28年９月30日）

※１　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他未払金」に含めて表示しておりま

す。

 

（中間損益計算書関係）

第27期中間会計期間
（自平成28年４月１日
至平成28年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの　　（千円）

為替差益　　　　　　　　　　　69,443

※２　営業外費用のうち主要なもの　　（千円）

投資有価証券売却損　　　　　　27,733

 

（リース取引関係）

第27期中間会計期間末
（平成28年９月30日）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能

のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ

ります。
　

１年以内 635,819 千円

１年超 2,040,376 千円

合計 2,676,195 千円
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（金融商品関係）

第27期中間会計期間末（平成28年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

①　平成28年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注）２．参照）。

    （単位：千円）

  
中間貸借対照表

計上額
時価 差額

 (1）現金及び預金 10,094,984 10,094,984 －

 (2）未収委託者報酬 2,145,846 2,145,846 －

 (3）未収収益 1,539,462 1,539,462 －

 (4）関係会社短期貸付金 4,395,000 4,395,000 －

 (5）投資有価証券 431,529 431,529 －

 (6）敷金保証金 567,845 571,269 △3,424

 資産計 19,174,668 19,178,092 △3,424

 (1）未払手数料 1,018,265 1,018,265 －

 (2）その他未払金 772,093 772,093 －

 (3）未払費用 700,422 700,422 －

 (4）長期未払金 257,957 259,647 △1,689

 負債計 2,748,740 2,750,429 △1,689

 

（注）１．金融商品の時価算定方法

 

資産

(1）現金及び預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収収益、及び(4）関係会社短期貸付金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

 

(5）投資有価証券

　これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によってお

ります。

 

(6）敷金保証金

　敷金保証金の時価については、当該保証金の返還時期を基に、日本国債の利回りで割り引いた現在

価値により算定しております。

 

負債

(1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。
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(4）長期未払金

　長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基に、日本国債の利回りで割り引い

た現在価値により算定しております。

 

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 

 （単位：千円）

 貸借対照表計上額

関係会社株式 60,000

　関係会社株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで

きず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。

 

②　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

（有価証券関係）

第27期中間会計期間末（平成28年９月30日）

１．関係会社株式

　関係会社株式（貸借対照表計上額　60,000千円）については市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。

 

２．その他有価証券

    （単位：千円）

 種類
中間貸借対照表

計上額
取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

その他
投資信託

431,529 466,620 △35,090

合計 431,529 466,620 △35,090
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（セグメント情報等）

セグメント情報

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第27期中間会計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

 

１．サービスごとの情報

     （単位：千円）

 委託者報酬 運用受託報酬 業務受託報酬 その他 合計

外部顧客への売上高 5,230,257 2,908,954 444,231 231,585 8,815,029

 

２．地域ごとの情報

営業収益  （単位：千円）

日本 その他 合計

6,606,359 2,208,670 8,815,029

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

（１株当たり情報）

第27期中間会計期間
（自平成28年４月１日
至平成28年９月30日）

　
１株当たり純資産額 269,000円48銭

１株当たり中間純損失金額 8,159円77銭
　
　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、１株当たり中間純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

１株当たりの中間純損失の算定上の基礎
　

中間損益計算書上の中間純損失 459,109千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る中間純損失 459,109千円

普通株式の期中平均株式数 56,265株
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

（１）受託会社

＜訂正前＞

①　名　　称　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

②　資本金の額　　324,279百万円（平成28年３月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

①　名　　称　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

②　資本金の額　　324,279百万円（平成28年９月末現在）

（以下略）
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

  平成29年５月２日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 荒川　　進　　㊞

     

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山口　健志　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）の平成28年９月16日から平成29年３月15日までの中間計

算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査

を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）の平成29年３月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了

する中間計算期間（平成28年９月16日から平成29年３月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示している

ものと認める。

 

利害関係

　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
 
　　次へ
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

  平成28年12月９日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 荒　川　　　進

     

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山　口　健　志

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日ま

での第27期事業年度の中間会計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成28年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する中間会計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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